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熊谷支部会員各位

関東信越税理士会熊谷支部

支部長 森田 正男

副支部長 安原 宣彦

税対部長 大久保 秀彦

確定申告期税務支援事業アンケート結果報告

税理士会熊谷支部会員の皆様方におかれましては日頃から支部活動にご協力いただきまして

誠にありがとうございます。確定申告期の税務支援事業に関するアンケートの結果をご報告いた

します。

◎アンケート期間 令和７年３月１９日～４月１１日

◎回収件数／熊谷支部会員総数   21／160（回収率 13.1％）※前年回収率 10.1％

１．キララ上柴会場での申告指導について

現状のままでよい  ５名   改善すべきである   ５名

[主な意見]
◎キララ上柴会場は、高齢者の来場者が多く、スマホによる申告相談は不向きである。

◎多くの高齢者は、毎年キララ上柴会場で済ましてきており、「来年は自身で行おう」という意

識に乏しく、スマホ申告を指導することは無意味である。

◎申告書の控えを印刷して渡すことができないため、そこで断念する相談者が多くいた。スマホ

申告の方でも希望があれば申告会場で印刷できるようにするべきだと感じた。

◎相談者のスマホで作業を行うため、会員とのやり取りに不自由があった。相談会場でのスマホ

申告の目的が「今後は会場に来なくても自分で申告ができるようにする」ためだとするなら、

画面共有できるディスプレイと接続させるなど、単に申告するだけでなく「指導」ができるよ

うに工夫してほしい。

◎ＰＣ対応担当者、スマホ対応申告担当者を事前に決めてしまって欲しい。

◎スマホ申告について、納税者のスマホ性能が低く画面フリーズしてしまう場合や、納税者が誤

って操作途中の画面を消してしまう場合があり、ＰＣでの申告に比べて時間がかかった。無理

にスマホ申告を勧めるのではなく、日頃からスマホ操作に慣れている方に限定してスマホ申告

を行い、多くの方はＰＣでの申告を行うことが効率的であると考える。

◎待ち時間の間に e-Tax の利用者識別番号や暗証番号の取得情報（暗証番号を忘れていないか

の確認を含む）を行っていただき、未取得の納税者に関しては相談の席につく前に職員の方に

サポートしていただくことで、納税者・職員・税理士の全員にとってメリットがあると考える。

◎スマホ申告のマイナンバーカード方式は、税理士自身が触れる機会が少なく、また相談者のマ

イナポータル連携の状況もよくわからないので、会場ではＩＤＰＷ方式で統一した方がいいの

ではないか。



◎スマホ申告支援２年目でだいぶ慣れてきたように感じる。

◎午後になるとヒマになる傾向がある。申告スピードを予測することは難しいと理解しているが、

もう少し受付の調整が必要（予備枠を設けるなど）。

◎納税者に向けて研修を行うなど、税務署が主導してスマホ申告の操作方法を伝えていくべき。

◎ＰＣ・スマホで同人数配置にもかかわらず、スマホ申告の希望者が少なく手持無沙汰になって

しまうことがあった。

◎ゆくゆくは予約方式にする（国税にならって）としたら、予約受付管理する窓口は署・市町村

のいずれかでしてもらい、支部の事務局での負担にしない方向で。

２．商工会議所・商工会での青色申告指導について

現状のままでよい ８名   改善すべきである ０名

[主な意見]
◎前年商工会議所の無料相談に従事しているが、e-Taxにて申告する者と紙ベースでの申告と区

分されていて、なかなか紙ベースの者を e-Taxへの移行は難しい。

◎商工会議所・商工会でもスマホ申告の普及を意識してもらいたい。

◎対応事務所の決定は会員から希望者を募り、ローテーション的に分担する方法はどうか。

◎相手先とのノウハウ・コミュニケーションは会の引継ぎ事項としておくと、誰でも対応しやす

くなるのでは？

◎新入会員のポジションとするのが長い目で見て望ましいのではないか。

３．農業青色申告指導について

現状のままでよい  ９名   改善すべきである   １名

[主な意見]
◎農業所得のない青申会会員の存在について、他の会員やＪＡ担当者は問題視しているようであ

る。

◎私物パソコンを持ち込みクラウド型会計ソフトの操作方法を教わろうとする（しかも結構な長

時間）納税者がいた。一般的な経理処理方法や仕訳は教えられても、会計ソフトの操作方法を

聞かれるのは困る。

◎支店数が多いので、税務支援が多く重なる日がある。そうなると配置が難しいので、農協単位

で平坦化してほしい。

◎対応事務所の決定は会員から希望者を募り、ローテーション的に分担する方法はどうか。

◎相手先とのノウハウ・コミュニケーションは会の引継ぎ事項としておくと、誰でも対応しやす

くなるのでは？

◎新入会員のポジションとするのが長い目で見て望ましいのではないか。

４．コールセンターの税務相談について

現状のままでよい １３名   改善すべきである   ３名



[主な意見]
◎従事希望者の希望を優先として割当て、不足分を順番にて割り当てる方法も望ましいと思う。

◎従事時間等も現状のままでいいかと思う。

◎庁ホームページの確定申告書作成コーナーのうち「住宅借入金等特別控除」等については、具

体的な収入・所得等がわからないと納税者が疑問に思っている画面に到達しないため回答でき

ない。したがって、給与所得者の「源泉徴収票の入力事項」「住宅借入金等特別控除の入力事

項」を記載した一例を用意してほしい。

◎納税者は、所轄税務署の職員が対応しているものとの思い込んでいるので、税務署ではなくコ

ールセンターである旨を納税者にアナウンス等で明確に伝えてほしい。

◎従事日数の各支部への割振りについて、支部会員数を基にすることは出来ないものか。

◎午前と午後を別枠にするのはどうだろうか。コールセンターでの丸一日は、時間・体力・精神

の消耗が激しい。さいたま新都心までの移動時間がかかり、早朝出発しないといけない先生方

も従事しやすくなるかと思う。

◎昼食休憩時における食事の選択肢の少なさ、満足度の低さも希望者不足の一因と考えている。

◎コールセンター従事は、税理士の研修にもなる。

◎確定申告書作成コーナーの入力の仕方についての問い合わせがあった際に、どこの箇所を指し

ているのかすぐに把握できるように、事前に各席に確定申告書作成コーナーのスクリーンショ

ットを印刷して備えておくなど、迅速に対応できるようにしていただくのが望ましい。

◎当面対応可能な先生にお願いして乗り切ることが出来ればと思っている。

５．会員事務所での申告相談について

現状のままでよい  １１名   改善すべきである   ３名

[主な意見]
◎市の広報誌に無料申告相談の日、担当税理士名及び電話番号を掲載した方が良い。

◎日々事務所にいないので、一方的に相談日を決定されても困ることがある。

◎『確定申告期における申告相談実施要領集』40 ページに、申告書の提出について「原則とし

て「原則として納税者本人が所轄税務署に提出」とあるが、「可能な限り（中略）納税者本人

送信を指導する」のは敷居が高いと思われる。そこまでやらなければならないのか。

また「原則として」に対して例外や特例というのはあるのか。

◎廃止すべき（すでに時代錯誤の感じがする）

６．その他、税務支援全般に関してのご意見

[主な意見]
◎スマホ研修で使用した練習問題については、正解を記載した確定申告書を研修時に配布した方

が良い。

◎従事者各支部割当て（配分）について、支部によっては「希望しても希望者が多すぎて従事で

きない」という支部もあるらしい。従事者については県下全体で考えるべき。



◎コールセンターの順番従事に賛成（会員事務所での申告相談のような割当て方法）。

◎コールセンター従事割当について、浦和・大宮支部など会員数の多い支部の割当を増やせない

ものか。

◎支部によっては従事要請件数が所属する会員数よりも少ないため、税務支援に関わらない会員

が多くいるところもある（ちなみに熊谷支部は従事要請件数が今年度２１８件に対し、会員数

は１６０名［内７０歳以下は１０１名］）。コールセンター従事はこれも考慮してほしい。

◎国税庁ではデジタル税務行政という方針のもと e-Tax やスマホ申告の普及拡大に努めている

が、件数だけに囚われずに現場からも感じてもらいたい。デジタル弱者（高齢者など）に対し

ての浸透度は依然として低く、習得できるだけの基本技術を持てないことから、今後も取り残

される傾向にあると思われる。このようなデジタル弱者に操作方法を伝えるよりも、若いデジ

タル世代に申告・計算の仕組みを伝える方が効率的に思える。若い世代に講習を行うなり、納

税者に若い世代の同席を求めるなり、普及拡大の直接のターゲットを若い世代に当てることも

大切かと思う。そうすれば高齢の納税者も家族に申告を手伝ってもらうことができ、結果的に

来場者を減らすことができると思っている。

◎確定申告期にこだわらずにスマホ申告を勧奨していくために、練習問題集をリーフレットにし

てゲーム感覚で習得させる方法を検討してほしい。

◎税務署からも会員に対して、税務支援の呼びかけをしてほしい。日本税理士会連合会会則にお

いて「第６６条 税理士会は、本会の定めるところにより、次の各号に掲げる税務支援を実施

しなければならない。」とある。せめて受託事業だけでも注意喚起に協力してほしい。

◎例会時及び会員宛てＦＡＸで１０～１１月頃複数回にかけて、不足分について割当てを行うこ

とを周知する（どうしても嫌な人は、希望聴取時の返信・ＦＡＸで嫌だと書いてくるのではな

いか？）。

◎県内各支部の対応状況を調べて、余裕のある支部に分担を依頼というか県連で調整する、局の

コールセンター的な運営はどうか。

◎局にコールセンターもあり、会全体で対応できる件数を無制限に受け入れない方向を表明して

いく必要があるのでは。
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ホーム :•お知号せ

次世代の税理士用電子証明書の申込受付スケ ジュール について

2025^ 4^ 25日 お処邪せ

現 在 、 会貝 各位 ［こ弗行 してい 為第 五伊比の税理 土用 電 子5E明 吉は、令和 8年3月 ヨ1 日に有効期 陽を迎え ます。 そご

で、令和 7年B月 よ り第 穴世代 叫 兒埋 土用電子証 明害の発行 在開始 しまず。

第 六世代の税J里士用 竜子 証明者 は、 リモ ー ト署 名方式 と枚理 士認証 カー ドを組み合 わせ たもの で す。

税理士姿証 カー ドにつ いては 、至税 理士会 員に対 して令利 7年8月 収修顯次 、税理士名箔 に昼づ く事務 所所在地 に一般

書留郵便で発 送 します °

税理土渓 囲カ ー ドを受 け取 り後 、オ ンライン哉乏他害 面によ り、弟 六世作の 税理土用電 子証明 書をお 申込 存 <: だ さ

税理 士認靜 カー ドは下 記 スケリ ュー 「暮づ 吉、順 次発ま どな りますu ご祐盧gatsa十会 によ う税理 士認 証 カー ドの

発 送開始時朋 が異な・りますので 、 ご注・ E L

金7月 以降の新 現登録者 について は、登1t 月の月末 ～鬱月初 を目途 に税理 士謁証カ ー ド在一斉発送 の予定で す。

税I里土迅証カ - 卜建送開始ス ケジュ - JL (辛定)

2025年 (令和 7年 )

8月 9 月 10月 ” 月

牡 陸 会、中国会 、四国会 , 丸 堆北 部会 、開れ 州会 、沖縄

会 に所 属する会 員

呻 木)

北詞道会 ・車 北会、名古屋 会、東海会 に所属 すふ会 員 25日(月 )

近畿会 に断!畠する会 建 崩 日〔火 )

準宗地 方会 、千英 厚会 、関東信越会 ［こ商属 可る会 員 6日(月 )

東京会 に瓢 憲 す 甫会 員 4 日〔火 )

m m事項.】

• オ ンライ ン申込 みの堤合 、第 五世代 の税埋士用 羊子証 明書またはマ イナ ンバ ーカー ド ｛者 & 用毒子証 明書が招納 さ粗

て い るもの ) を利用 す酒 ことで 、住 民薪等の添 付書憶 の症 出が不要 とな ります。

, 申込時 において、脱理 士名海 に登録 され た内客 ( 自宅住所 、 氏 る符 ) に変更が あ・る堰合 は通子SE明 書を発行 す希 こと

がで きません 。事前 に視理 土名德の襄 更堂掘 書行 って くだ さい,

• 第 五世代の読理 士用 重・子証明雪の 申込 受何 は令和 了年 7月 15ヨ 8  申込害整 昔分 をもって.楼 『します.
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当番月日 当番会員名 備考

６月 ２日(月) 大久保匡志

６月 ５日(木) 荻野晴美

６月 ９日(月) 黒須克仁

６月１２日(木) 髙岡 洋

６月１６日(月) 武田匡哉

６月１９日(木) 田島 弘

６月２３日(月) 土屋政信

６月２６日(木) 中村文男

６月３０日(月) 西尾裕之

７月 ３日(木) 濵野高志

７月 ７日(月) 福島繁夫

７月１０日(木) 松本浩之

７月１４日(月) 横村啓訓

７月１７日(木) 新井弘貴

７月２４日(木) 小林賢一郎

７月２８日(月) 小室真一

７月３１日(木) 深田義樹

８月 ４日(月) 山本文子

８月１８日(月) 吉橋理沙

８月２１日(木) 𠮷田 厚

８月２５日(月) 井口大輔

８月２８日(木) 岡本祐一

＊電話相談になっています。午後１時３０分～４時。

＊原則として予約制のため、予約の無い場合は事務所待機にて対応してください。

熊谷支部事務局併設税務相談当番表



 新しい取り組みをスタートするきっかけになる
３～８年先の中期的計画を作成することで、漠然と想っていたことが具体化され、
経営目標が明確になります。また、マーケットや現状の分析により、自社の課題を
見つめなおすことができます。

 社員のモチベーションＵＰ、後継者育成に繋がる
経営者・後継者が計画を紙面に落とし込むことで、計画が「見える化」され、
経営方針が社員に浸透し、モチベーションアップにつながります。
また、経営目標の共有により、目標達成に努力する組織体制が実現できます。

県知事による承認制度のご案内

「経営革新計画承認制度」とは

埼玉県では、中小企業等経営強化法に基づき、「経営革新計画」を承認しています。

承認を受けると、さまざまな支援措置を利用することが可能となり、事業者の皆様の業績拡大、

向上が期待されます。

ポイント１
信用力が向上！

対象：本社登記が県内の＊特定事業者で、１年以上の事業実績が
ある企業（個人事業主※）の皆様
※個人の場合は県内に住民票上の住所を有する方が対象です。

承認を受ける
メリットは︖

従業員基準※業種
500人以下製造業等
400人以下卸売業
300人以下サービス業

小売業

＊特定事業者の範囲

※本案内は令和７年３月時点の情報に基づいて作成しています

埼玉県マスコット コバトン＆さいたまっち

※常時使用する従業員数（事業主、法人の役員、臨時の従業員
は含まない）

経営革新計画承認企業の声

＼埼玉県は、挑戦する企業を応援します！／

ポイント２
計画経営に転換！

ポイント３
知名度が向上！

県のHPに掲載されてから、問い合わせが増えた。

営業活動の際の話題提供に活用できた。

計画立案の手法を取得できた。

夢の実現に向けた、具体的なスケジュールを作成できた。

金融機関への信用力が向上した。

取引先からの信用が増した。



申請書等の様式は下記のホームページからダウンロードできます。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/a02.html

承認までの流れ

承認企業への支援内容（メリット）

Ｑ． 「新事業活動」とは？
Ａ． 以下の６つの分類のいずれかに該当するものをいいます。

①新商品の開発
②新しいサービスの開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用
⑥その他の新たな事業活動

Ｑ． 「経営の相当程度の向上」とは？
Ａ．

【必要書類】
申請書、事業計画書、
決算書(3期分)、登記簿
謄本、定款、会社案内

計画の内容

計画は、「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を目指す内容である必要があります。

お近くの商工会議所・商工会、
団体中央会、または県産業振興
公社等にご相談ください。

自社の現状・課題・外部環境
などを分析して、新たな取組
をまとめます。

計画を完成させ、申請書を提出。

審査を経て、承認書 が交付されます。

「給与支給総額」
の伸び率

「付加価値額」又は
「一人当たりの付加

価値額(※)」の伸び率
事業期間

４．５％以上９％以上３年計画

６％以上１２％以上４年計画

７．５％以上１５％以上５年計画

付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費
(※) 付加価値額を従業員数で割ったもの

給与支給総額＝給料＋賃金＋賞与＋各種手当

中小企業診断士などの専門家が、貴社の「強み・
弱み」などの現状分析や市場分析、計画作成を
支援します。

計画実行のための専門家派遣

中小企業診断士等によるアドバイスが受けられます！

県制度融資

・産業創造資金（経営革新計画促進貸付）
経営革新計画の実行に必要となる資金への融資

（最大１億円まで）

・小規模事業資金（経営革新企業特例）
通常より０.１％低い金利を適用

従業員数が２０人（商業・サービス業は原則５人）

以下の企業を対象に設備や運転資金の融資

※詳細は県ホームページ等でご確認ください。
⇒ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/

信用保証の特例

信用保証協会からの債務保証に際しての特例

㈱日本政策金融公庫による融資

通常よりも優遇された特別貸付

販売力強化のための専門家派遣

経験豊富な企業ＯＢ等を派遣します！

※ただし、経営革新計画の承認は貸付等の支援策の利用を保証するものではありません。
各種支援を利用するためには別途申請やそれぞれの機関における審査を通ることが必要です。

※上記の他、県や商工団体も計画の実行に向けたフォローアップ支援を行います。

事業期間とは：計画期間のうち研究開発期間を除く
新事業活動を実施する期間

相談から承認までを商工会議所、商工会等がバックアップ！！

ＳＴＥＰ
１

ＳＴＥＰ
２

ＳＴＥＰ
３

相 談 計 画 作 成 申 請 ・ 承 認

計画終了時において、右表に掲げる数値を超える伸び率を
設定する必要があります。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/a02.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/


令和６年度「彩の国経営革新モデル企業」

■「彩の国経営革新モデル企業」とは・・・
「経営革新計画」の実践によって着実な成果を上げた企業を他の中小企業の模範として県が指定するものです。
彩の国経営革新モデル企業の取組は、県HPで紹介しています。（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/a05.html）

■あなたの街や同業者の承認企業を検索してみませんか？
計画実行中の企業を、県HPで紹介しています。（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/a04.html）

（優れた取組事例）

経営革新シンボルマーク

埼玉県では経営革新計画の承認を受けられた企業

のＰＲを推進するため、埼玉県のマスコット「コバトン」を

使用したシンボルマークを作成しています。

経営革新計画を実行中の企業であれば、このシンボ

ルマークを会社案内や名刺等の無償配布物に活用

いただくことができます。

ぜひとも経営革新計画にチャレンジし、承認を受けら

れた後はシンボルマークをご活用ください。

■有限会社エンゼル製菓
（桶川市／パン・菓子製造業）

【承認テーマ】
一般消費者向けの
新しい販路の開拓

経営革新計画に関連する令和７年度補助金の御案内

●埼玉県中小企業人手不足対応支援事業補助金
人手不足の課題解決に向け、機器・ITツール等の導入による省力化に取り組み、成長を目指す

県内中小企業等に対し設備投資に要する経費の一部を補助します。
審査にあたって、経営革新計画（計画期間中）の承認が加点となります。
詳細は下記ホームページをご覧ください。
URL：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/hitodebusoku/index.html

■株式会社第五企画
（熊谷市／広告業）

【承認テーマ】
広告印刷物・販促物の
新規顧客開拓および
ＷＥＢを活用した事業展開

■鳥居観光株式会社
（飯能市／その他の宿泊業）

【承認テーマ】
築１２０年の古民家を
活用し地元素材を
提供する、古民家
レストラン事業の開始

■株式会社名取製作所
（上尾市／自動車・同附属品製造業）

【承認テーマ】
最新ＣＮＣフォーミング機導入
によるプレス専用金型レスに
向けた加工技術開発

地元農家のいちごを
使用したクリスマスケーキ

古民家を活用したレストラン
『古民家ひらぬま』

WEB広告を中心とした
新事業展開

ＣＮＣフォーミング機を
使った加工

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/a05.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/a04.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/hitodebusoku/index.html


北部地域振興センター

〒３６０－００３１
熊谷市末広３-９-１
熊谷地方庁舎内
電話０４８-５７８-４５７３

利根地域振興センター

〒３６１－００５２
行田市本丸２-２０
行田地方庁舎内
電話０４８-５５５-１１１０

秩父地域振興センター

〒３６８－００４２
秩父市東町２９-２０
秩父地方庁舎内
電話０４９４-２４-１１１０

北部地域振興センター
本庄事務所

〒３６７－００２６
本庄市朝日町１-４-６
本庄地方庁舎内
電話０４９５-２４-１１１０

川越比企地域振興センター

〒３５０－１１２４
川越市新宿町１-１７-１７
ウェスタ川越公共施設棟内
電話０４９-２４４-１１１０

東部地域振興センター

〒３４４－００３８
春日部市大沼１-７６
春日部地方庁舎内
電話０４８-７３７-１１１０

県央地域振興センター

〒３６２－０００２
上尾市南２３９-１
上尾地方庁舎内
電話０４８-７７７-１１１０

県庁（産業支援課）

〒３３０－９３０１
さいたま市浦和区高砂３-１５-１
埼玉県庁本庁舎
電話０４８-８３０-３９１０

川越比企地域振興センター
東松山事務所

〒３５５－００２４
東松山市六軒町５-１
東松山地方庁舎内
電話０４９３-２４-１１１０

西部地域振興センター

〒３５９－００４２
所沢市並木１-８-１
所沢地方庁舎内
電話０４-２９９３-１１１０

04-2922-2196所沢商工会議所048-966-6111越谷商工会議所048-773-3111上尾商工会議所

042-974-3111飯能商工会議所048-641-0084さいたま商工会議所049-229-1810川越商工会議所

048-571-2145深谷商工会議所04-2954-3333狭山商工会議所048-228-2220川口商工会議所

0495-22-5241本庄商工会議所048-928-8111草加商工会議所048-763-1122春日部商工会議所

048-432-2655蕨商工会議所0494-22-4411秩父商工会議所048-556-4111行田商工会議所

一般社団法人 埼玉県商工会議所連合会 048-647-4115048-521-4600熊谷商工会議所

049-251-7801富士見市商工会048-471-0049志木市商工会048-470-5959朝霞市商工会

049-261-3156ふじみ野市商工会048-746-0611庄和商工会0494-54-1059荒川商工会

048-992-1771松伏町商工会0480-92-9151白岡市商工会048-722-3751伊奈町商工会

048-952-1231三郷市商工会0480-32-3719杉戸町商工会04-2964-1212入間市商工会

0495-76-0144美里町商工会049-287-1255鶴ヶ島市商工会0493-72-0280小川町商工会

0494-62-1311皆野町商工会0493-65-0170ときがわ町商工会048-786-0903桶川市商工会

048-557-0742南河原商工会048-441-2617戸田市商工会049-292-2021越生町商工会

0480-35-1661宮代町商工会0494-66-0268長瀞町商工会0480-61-0842加須市商工会

049-274-1110三芳町商工会0493-56-3110滑川町商工会0495-77-3181神川町商工会

049-294-1545毛呂山町商工会048-478-0055新座市商工会0495-33-0520上里町商工会

048-996-1926八潮市商工会0494-75-1381西秩父商工会049-297-6565川島町商工会

048-981-1211吉川市商工会048-769-1661蓮田市商工会048-591-4461北本市商工会

0493-54-0701吉見町商工会049-296-0591鳩山町商工会0480-21-1154久喜市商工会

048-581-2161寄居町商工会048-561-2134羽生市商工会048-588-0140くまがや市商工会

0493-62-2895嵐山町商工会0493-82-1315東秩父村商工会048-541-1008鴻巣市商工会

048-464-3552和光市商工会0493-22-0761東松山市商工会0495-72-1556児玉商工会

埼玉県商工会連合会 048-641-3617042-985-2311日高市商工会049-282-1331坂戸市商工会

048-584-2325ふかや市商工会0480-43-3830幸手市商工会

申請の相談・申請書類の提出は下記商工団体等窓口へ

●組合及び組合事業者向け 048-641-1315埼玉県中小企業団体中央会

申請先（埼玉県機関）

●商工会議所（五十音順） / 商工会議所連合会

●商工会（五十音順） / 商工会連合会

※埼玉県では、上記の商工団体 等 を通じて申請を受付けています

※経営革新計画の相談や申請書類の提出先は、
原則、本社所在地の商工団体 等 になります。

●その他 048-647-4085公益財団法人埼玉県産業振興公社
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